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令和元年度 京都障害者ワークフェア 

    障害者雇用促進セミナー 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

アンケート&質問メモ用紙 記入のお願い 

• アンケート&質問メモ用紙を手元に配布しています。 
 

• 疑問点や気づいたことを記入願います。 
 
• いただいた疑問やコメントに対して、後日、当サポート

センターのホームページにて回答します。(個人や企業
が特定できないようにします) 
 

• 随時、記入していただき、お帰りの際にはデスク上に置
いてください。 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

本日のセミナーのお題 

初めて障害者雇用に取り組む企業や、 

比較的経験の浅い企業に対して、 

障害者雇用に取り組む際の考え方を話すこと。 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

アジェンダ 

1. 京都障害者雇用企業サポートセンターとは 

2. 障害者雇用促進法のポイント 

3. 障害の種類と特徴 

① 障害の分類と特徴 

② 障害者手帳の種類と重度判定 

4. 障害者雇用の現状と動向 

5. 障害者雇用の考え方 

6. 事例紹介 

7. 「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(時間があれば) 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

1. 京都障害者雇用企業サポートセンターとは(1) 

 京都府が運営する総合就業支援施設である「京都ジョブ
パーク」の機能のひとつです。 

 企業視点で障害者雇用をバックアップする専門窓口です。 

 ロケーションは、九条車庫の南にある京都テルサ内にあり
ます。 

 ホームページ 

 http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/sksc.html 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 
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1. 京都障害者雇用企業サポートセンターとは(2) 

 一般的に障害者雇用に取り組むには、この図にあるようなステップ
で実行していく必要があります。 

 京都障害者雇用企業サポートセンターは、企業が検討・実施すべき
これらの内容に関して、それぞれの企業状況に応じて相談にのり、
支援します。支援メニュー例は、チラシを参照ください。 

 悩んだら、まずは当センターに一報ください。 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

2. 障害者雇用促進法のポイント (1) 

 企業は、 

1. 障害者を雇用する義務があります（法定障害者雇用率） 

•常用雇用者の2.2％の障害者を雇用する必要があります。 

•2年以内には、2.3％になります。 

2. 法定雇用率を満たさないと納付金の支払義務があります。 

•法定雇用に不足1人につき、5万円/月。 

•法定雇用を超過1人につき、2万7千円/月戻ってきます。 

 行政は、 

•障害のある方の職業能力を高めるために、本人や企業に支
援をします。 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

2. 障害者雇用促進法のポイント (2) 
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○ ハローワーク（全国544か所） 
 障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 
 
○ 地域障害者職業センター（全国47か所） 
 専門的な職業リハビリテーションサービスの実施（職業評価、準備
訓練、ジョブコーチ等） 

 
○ 障害者就業・生活支援センター（全国324か所） 
 就業・生活両面にわたる相談・支援 

以下の就労支援関係機関において、障害者の職業生活にお
ける自立を支援します(職業リハビリテーション)。 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

2. 障害者雇用促進法のポイント (3) 

 障害者雇用促進法の目的は、障害者の職業の安定を図る
ことです。 

 

 前頁に記述したように、 

企業に義務を負わすことだけが目的ではありません。 

行政が本人や企業へ支援することも定めています。 

 

 企業は、障害者雇用を企業だけでやりきろうとするので
はなく、 

行政サービスを活用して障害者雇用をしましょう！ 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

私の話で伝えたい事 

「企業だからこそ意識してほしいこと」を伝えたい。 

そのキーワードは、以下の通り。 

 

① 生産性を意識する (戦力化しないと本人に失礼) 

② 遠慮と配慮の違い (遠慮はいらない、配慮がほしい) 

③ ちょっと丁寧なマネジメント 
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結論:  
 障害のある人が働きやすい職場は、 

    誰もが働きやすい職場である。 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

• これから障害の分類と特徴について述べます。 

• これらは、あくまで医学的、あるいは法的な視点で整理
されたもので、代表的、一般的なものです。 

 

• 社会的な視点で障害をとらえる時には、障害名や一般的
な特徴のみを意識するのではなく、一人ひとりの特徴や
特性を理解することが重要です。 

 

• 要は、一人ひとりの個性を理解し合うということ。 

• これは、障害のあるなしに関わらず、当たり前のことで
すね。 
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3. 障害の分類と特徴 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

3-① 障害の分類と特徴 
障害の種類 分類 特徴 

身体障害 
 

• 視覚障害 
• 聴覚言語障害 
• 肢体不自由 
• 内部障害 

• 医学的視点での等級付≠職能レベル 

知的障害 • 原因/知能による分類 
 何らかの原因(染色体異常、遺伝、
発育環境など)による障害のため
に、一般的知能(IQ)が平均より低
く、生活上の適応行動の障害を伴
う 

• 物事を抽象的に理解したり、自分で判断するこ
とが苦手 

• コミュニケーションや行動に特徴がある(言葉
が少ない、独特なこだわりや行動など) 

• 一度覚えた事はしっかりできる。休まず一生懸
命に働く 

精神障害 • 統合失調症 
• うつ病(躁うつ病 
• てんかん 
など 

• 投薬治療により症状が安定し、医師の就労許可
を得た人が就労する 

• 精神障害とはコントロール障害であり、緊張に
より思うように行動できないという症状がでる 

発達障害 • 自閉症 
• アスペルガー症候群 
• 注意欠陥多動性障害 
• 学習障害 

• 社会性の障害、コミュニケーションの障害、こ
だわり行動などが特徴。 

• 自閉症は知的障害を持つ場合もあるが、その他
の3つは知的には標準またはそれ以上である。 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

3-② 障害者手帳の種類と重度判定 

障害の種類 確認方法 重度・重度以外 

身体障害 
 

身体障害者手帳 
 

重度：1級～2級 
   3級に該当の障害が2以上重複 
 
重度以外：3級～6級 
     7級の障害が重複 

知的障害 療育手帳 
各種機関の判定書（障害者
職業センターなど） 
(更新あり) 
 

重度：療育手帳A 
   障害者職業センターで重度と 
   判定された者 
 
重度以外：療育手帳B1、B2 

精神障害 精神障害者保健福祉手帳 
(2年に一度の更新) 
 

手帳は1級～3級 
重度障害者の取り扱いはない 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 
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精神 

知的 

身体 

4. 障害者雇用の現状と動向 (1) 

障害者の総数 963万人 

 内訳 身体障害者   436万人  

知的障害者   108万人 

精神障害者   419万人 

障害者の雇用総数 53.5万人 

 内訳   身体障害者 34.6万人  

 知的障害者 12.1万人 

 精神障害者   6.7万人 

1.8％ 2.0％ 2.2％ 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

4. 障害者雇用の現状と動向(2) 
平成30年度・障害者の職業紹介状況等 
• ハローワークを通じた障害者の就職件数が10年連続で増加 
• 精神障害者の就職件数が身体障害者の就職件数の1.8倍 

 新規求職申込件数は211,271件で、対前年度比4.5％の増。 
就職件数は102,318件で、同4.6％の増。 
身体障害者の就職件数が微増の中、精神障害者の就職件数が大幅に増加。 

 就職率（就職件数／新規求職申込件数）は48.4％で対前年度並。 
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(前年比 +1,247) 

(前年比 +4,504) 

(前年比 +2,976) 

(前年比 +85) 

(前年比 +10,290) 

97,814 

48,040 

22,234 

26,841 

202,143 

29年度 

211,271 

102,318 

30年度 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

5. 障害者雇用の考え方(1) 
• 身体障害者は、働くことができる大多数が就労していると想定できる。 
• 雇用する企業側の考え方としては、高い能力のある人材を採用して必要な部署に配置

するという考え方では限界となっている。 
• 障害者雇用に積極的な企業や、平成30年の法定雇用率改定に対応する企業の間で、

スキルのある人材は取り合いになっている。 

どうすれば良いのか? 

これまで以上に、障害者一人ひとりの特徴に合わせた仕事づくりが必要となる。 
基本は、業務改善と働く人の能力開発により、できないことをできるようにする。 

■業務改善 
• 業務の選定: 個々人が得意とする業

務を選定する 
• 支援ツールによる容易化 
• 職場環境の改善(障壁、光、音、表

示、コミュニケーションなど) 
• 生産性向上活動の継続 

■働く人の能力開発 
• 人は、業務遂行とともに成長する 
• 本人意思の確認 
• レベルに応じた能力開発(少しだけ

高い目標にチャレンジ) 
• 改善活動などで能力の幅を広げる 
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•この障害種類だから、こうだ」と決めつけない。 
•特徴・特性は一人ひとりで違う。 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

5. 障害者雇用の考え方(2) 

失敗事例 
 これぐらいのハードルは飛べるだろう。 

• 採用した人が障害者であると後で分かったが、予定どおりの仕事をさせたため、
期待に答えられない。周りからの評価も最悪になった。 

 こんな高いハードルは超えられない。 
• うちの仕事は難しい、安全性で心配だ、などの理由で雇用することに二の足を踏
んでいる。 

これは、 
高すぎ
る。。。 

こんなハード
ルも飛べない
のか。。。 

どうせ越えら
れないんだか
ら、雇用でき
ないな。。。 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

5. 障害者雇用の考え方(3) 

成功事例 
 まずは、ハードルを低くし、飛べるようにする。(業務改善と能力開発) 

• 飛べたハードルの高さが標準の半分でも、あらかじめ半分の高さを目標にしたの
だから、会社も労働者も達成感がある。 

 ハードルの幅を狭めるというという発想をする。 
• いろいろな事はできないが、特定の事なら得意。しかも、標準よりも高いハード
ルを飛べることもある。 

これなら、 
何とか飛べた! 

この幅なら、 
髙くても飛べるぞ! 

よくやった! 
次は、もっと高
く。。。 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

6. 事例紹介(1) 
インターネット通販を主業務とする企業事例(出荷箱詰め) 
■きっかけ 
• あるセミナーに参加して障害者の実情を考えさせられ、一人の人間として、もど

かしさを感じた。 
• トップ自身の気づきであったため、トップダウンで推進した。 
■特徴 「能力の見極めと最適業務配置」 
• 自社事業の業務プロセスの中で、障害者の能力を生かす仕事を見出した。 
• 業務を切り出すことなく、一般社員と同じ仕事をしている。 
■工夫 
• その仕事にあう特性を持った人かどうかを実習で見極めて採用している。 
• 日常の声掛けなどを一般社員よりも丁寧に行っているが、特別扱いはしない。 

業務A 業務B 業務C 業務D 

業務A 業務C 
業務
B1 業務D 

業務
B2 

業務プロセス 

発送リストに沿って、
商品を個箱に梱包する 

入荷商品の棚出し 

商品の調達 入荷商品の棚出し 発送 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

 業務b 

6. 事例紹介(2) 
機械製造業の企業事例(総務業務) 
■きっかけ 
• 精神障害者の現場実習を受けたことがきっかけ。 
• 真面目な実習態度を見て、会社側から是非採用したいと要望した。 
■特徴 「精神障害者のマネジメント」 
• 清掃業務と食堂準備業務から始めたが、さまざまな総務業務にチャレンジし、PC

業務や電話対応などもこなす。 
■工夫 
• 一般的特性大切にしつつ、個性を見極めて新しいことにチャレンジ。 
• 苦手な事はさせない: 温度過敏、苦手操作 
• 休憩を取りやすくする工夫: 机上に休憩札 
• 相談機会の確保: 月１回ゆっくり話す機会を設ける 
• 本人意志を踏まえたチャレンジ: クラブ活動、社内旅行、電話対応など 

 業務a 

業務A 業務B 業務C 業務D 

 業務y 

バックオフィス業務 

 業務x ・・・  業務z 

業務プロセス 

データ入力 
電話対応 

清掃 

 業務c 
食堂準備 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

6. 事例紹介(3) 
電機製造業 特例子会社の事例 
■特徴 「業務改善により人に業務をあわせる」 
• 本社の技術を生かして「できないことをできるようにする工夫」に注力 
• 社会福祉法人との連携により、適材適所の支援体制を構築。 
■工夫 
• 当サポートセンターは、オムロン京都太陽と連携して、障害者雇用受入

準備セミナーを毎月実施しています。その中で、多くの事例を紹介して
いますので、是非、参加してください。 
 

業務A 業務B 
業務C 

業務D 
機械補助 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

障害者雇用の考え方 まとめ(業務プロセスの工夫) 

業務A 業務B 業務C 業務D 

業務A 業務B 
業務
C1 業務D 

業務
C2 

1. 業務プロセスの一部を任せる 

2. 業務プロセスの一部を細分化して任せる 

業務A 業務B 
業務C1 

業務D 
業務C2 

→ 業務Cの生産性が課題 

業務A 業務B’ 
業務
C1’ 業務D’ 

業務
C2’ 

業務A 業務B’ 
業務C1’ 

業務D’ 
業務C2’ 

3. 前後も含めて業務プロセスを見直す 

Ex. 製造、品質検査、出荷梱包 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

障害者雇用の考え方 まとめ(バックオフィス業務の工夫) 

 業務a 

業務A 業務B 業務C 業務D 

1. バックオフィス業務の一部を任せる 

 業務y 

バックオフィス業務 

 業務b  業務x ・・・  業務z 

 業務a 

業務A 業務B 業務C 業務D 

3. バックオフィス業務を作り出して任せる② 

 業務y 

バックオフィス業務 

 業務b  業務x’ ・・・  業務z 

 業務a 

業務A 業務B 業務C 業務D 

2. バックオフィス業務を作り出して任せる① 

 業務y 

バックオフィス業務 

 業務b  業務x ・・・  業務z 

Ex. 図面管理 

Ex. データ入力 

Ex. 清掃、経理 

Ex. 図面管理 

23 



京都障害者雇用企業サポートセンター 

障害者雇用の考え方 まとめ(業務改善と能力開発) 

 業務a 

業務A 業務B 業務C 業務D 

 業務y 

バックオフィス業務 

 業務b  業務x ・・・  業務z 

業務プロセス 

 第一歩は、 
 任せる業務の選定、業務の切り出し工夫。 
 
 そして、絶え間ない業務改善と能力開発 
  
 
 
 
 一般マネジメントと同じ視点で、ちょっと丁寧に。 
 障害者が働きやすい職場は、だれもが働きやすい職場。 

 業務改善 
生産性向上がベース 

 能力開発 
個々の強みを伸ばす 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

私の話で伝えたい事 

「企業だからこそ意識してほしいこと」を伝えたい。 

そのキーワードは、以下の通り。 

 

① 生産性を意識する (戦力化しないと本人に失礼) 

② 遠慮と配慮の違い (遠慮はいらない、配慮がほしい) 

③ ちょっと丁寧なマネジメント 

結論:  
 障害のある人が働きやすい職場は、 

    誰もが働きやすい職場である。 
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7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(1) 

まず、京都障害者雇用企業サポートセンターのホームペー
ジに行きます。 

京 障 サ 都 害 者 ポ セ ン 

クリック ! 
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クリック ! 

7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(2) 
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スクロールダウン ! 

7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(3) 
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7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(4) 
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7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(5) 
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クリック ! 

7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(6) 
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7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(7) 
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7.「障害者雇用お役立ち情報箱」の紹介(8) 

 以上、「障害者雇用お役立ち情報箱」の活用方法の一部を説明しま
した。 

 本日、お話した内容も基本的にこの情報箱に掲載されています。 
 分からないこと、知りたいことがあれば、是非、このサイトに訪問
してください。 

 使い方が分からない場合や、もっとこんな情報を教えてほしいなど
がありましたら、お気軽に京都障害者雇用企業サポートセンターま
でご連絡ください。 

お問い合わせ 
京都障害者雇用企業サポートセンター 
ご利用時間 月曜～土曜／9時～17時（日曜・祝日、年末年始休み） 
電話：075-682-8928 
ファックス：075-682-8944 
Eメール：support@kyoto-jobpark.jp 
 
〒601-8047 
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ内 
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京都障害者雇用企業サポートセンター 

ご清聴ありがとうございました。 


